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PTA 通信 No.3 
日頃より PTA 活動にご理解ご協力をいただきお礼申し上げます。 
PTA 活動のご報告と来年度への変更案についてお知らせいたします。 

 次年度役員選出アンケートについて ........ 2 学期に行われた次年度役員選出アンケートへのご協力をありが
とうございました。全ての役職に対しまして役員候補者が決定いたしましたので，全学年くじ引きは行わな
いこととなりました。 

 PTA 活動の見直しについて ......... 現執行部の発足以降，コロナ禍からかつての日常を取り戻す中で PTA 活
動内容を精査するとともに，会員の皆様のご負担を軽減し，より参加しやすい形になるべく検討を進めてま
いりました。その結果，以下のような改定案を提案いたします。改定案は，第３回実行委員会の決議により
決定し，４月の総会で皆様より改定案の採決を行います。 

 PTA 個人情報内容および管理方針の変更 ......... 個人情報保護法により，学校との個人情報の共有ができない
ため，PTA 独自で個人情報の管理を行っております。収集する個人情報の内容や管理のあり方等につきま
して，PTA活動に必要最小限にとどめるべく検討しました結果，以下のような改定案を提案いたします。 

現行 

・情報の種類：住所，電話番号，メールアドレス，所属する校外班。 
・時期：新１年生は４月入学時に届出。年度の途中で個人情報に変更を生じた場合， 

学年に関わらず変更届をその都度提出 
・保有期間：在校中 

改定案 
・情報の種類：メールアドレス，所属する校外班のみ 
・時期：全学年，新年度（４月）に届出。年度の途中で個人情報に変更を生じた場合， 

学年に関わらず変更届をその都度提出 
・保有期間：１年間（４月～翌年 3 月） 

 クラス係の内容の変更 ........ 個人情報内容と同様に，クラス係の内容についても変更の検討を行ってまいり
ました。改定案は以下のとおりです。 

① あいさつ運動 
現行 ・７：５５集合。８：００～８：２５の間。門の内側で花道を作って児童に挨拶 

・体調不良などによる執行部への欠席の連絡は不要 

改定案 
・８：００～８：２５の間で対応できる時間のみ（5分でも可）。門の内側で児童に挨拶 
・朝，子どもと一緒に登校するだけでもよい 
・体調不良などによる，クラス実行委員や PTA 執行部への欠席の連絡は不要。欠席による別
日への振替の必要なし 

② ベルマーク 
改定案 体調不良などによる，クラス実行委員や PTA 執行部への欠席の連絡は不要。欠席による別日

への振替の必要なし 
③ ドッチビー係 

現行 ドッチビー大会当日の９時から１６時の付き添い 

改定案 
・子どもがドッチビー大会に出席する場合→大会当日，子どもが出場している間，二小観客席
の見守り 

・子どもがドッチビー大会に出席しない場合→大会前の練習会の立ち合い。（平日の放課後，
1 時間程度） 



④ 読み聞かせ（任意） 
現行 読み聞かせを行い，読み聞かせノートに記入する。年度末に PTA 執行部が回収する 

改定案 ・読み聞かせノートを廃止。絵本はもちろん，小説の一部を紹介したり，新聞の切り抜きでも
可能（高学年は 1～2 年の教科書の国語の題材を読むのも喜ばれます。） 

 
⑤ クリーン作戦係（新設） 

現行 なし（校外部の活動として，各校外班で 5年生から選ばれた校外班長 1名，副班長 2名が
取りまとめを担当。詳細については後述の「校外部の活動内容の変更」を参照のこと） 

改定案 

・クラス係の一つとしてクリーン作戦係を新設 
・学年関係なく，別途希望アンケートを行い，各校外班から２名担当を決める。（クラスに
よっては，クリーン作戦係が数名いたり，全くいないクラスもある） 

・多数応募の場合は PTA執行部より抽選 
・他のクラス係は免除 
・係の仕事内容：年１回。１１月２週目土曜日（雨天中止）。クリーン作戦の解散の時間 

になったら，解散の合図をする 
 
 校外部の内容の変更 ....... 校外部の活動について関する改定案は以下のとおりです。 
① 校外班長 

現行 

・班長１名，副班長２名。5 年生の保護者から選出 
・クリーン作戦の取りまとめ役 
・交通安全指導の当番表の作成 
・班員の個人情報の管理 

改定案 
・校外班長・副班長制度を廃止。これに伴い，班員の個人情報の管理も廃止 
・クリーン作戦の取りまとめはクラス係へ移行 
・交通安全指導の取りまとめは PTA執行部の校外担当が行う 

 
② クリーン作戦 

現行 

・年２回。６月３週目，１１月２週目 
・校外班によって集合場所が異なる 
・通学路や学校周辺を親子で清掃する 
・同じ地区の班員と顔を合わせる機会を持つため実施 
・班長が取りまとめを行い，ゴミを回収する。班によっては処分も行う 

改定案 

・年１回。１１月２週目土曜日（雨天中止） 
・校外班によって集合場所が異なる 
・通学路や学校周辺を親子で清掃する 
・同じ地区の班員と顔を合わせる機会を持つため実施 
・新設のクリーン作戦係が所定の時間になったら解散の合図を行う 
・ゴミは各自持ち帰って処分する 

 
③ 交通安全指導 

現行 ・校外班長が当番表で日時担当を決め、担当者は旗を学校に取りに行き（布田班は班で持ち
回り），旗振りをする 

改定案 

・年３回。各学期の始めに子どもたちの安全確保の為に交通安全指導をする 
・PTA執行部の校外担当が取りまとめを行う 
・旗を取りに行ける人は学校に各自取りに行き,返却する。取りに行けなければ,旗が無くても
よい 

・校外班長制の廃止に伴い、子どもの学年（ごきょうだいはお一人の学年）で行う 
 １学期始め５日間：５・６年生の保護者 
 ２学期始め５日間：３・４年生の保護者 
 ３学期始め５日間：１・２年生の保護者 

・８：００～８：２５の間で対応できる時間のみ(5分でも可) 
・体調不良時など,クラス実行委員や PTA執行部への連絡は不要。欠席による別日への振替
の必要なし 

 


